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目次中◎印のあるものは、高知県法規集に登載するものです。
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人 事 委 員 会 規 則

職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例施行規則の一

部を改正する規則をここに公布する。

令和元年12月27日

高知県人事委員会委員長　秋元　厚志

高知県人事委員会規則第10号

職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例施行規

則の一部を改正する規則

職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例施行規則（昭

和26年高知県人事委員会規則第 6号）の一部を次のように改正す

る。

第 1条の見出しを「（目的）」に改める。

第 3条に次の 1項を加える。

2 　地方公務員法（昭和25年法律第261号）第22条の 2 第 1 項各

号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、同項中

「第 3条第 1項」とあるのは「第 3条第 4項の規定により読み

替えて適用する同条第 1項」と、「 3年に満たない場合」とあ

るのは「地方公務員法（昭和25年法律第261号）第22条の 2 第

2項の規定により任命権者が定める任期に満たない場合」と、

「 3年を超えない範囲内」とあるのは「同項の規定により任命

権者が定める任期の範囲内」とする。

附　則

この規則は、令和 2年 4月 1日から施行する。

職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。

令和元年12月27日

高知県人事委員会委員長　秋元　厚志

高知県人事委員会規則第11号

職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する

規則

職員の退職手当に関する条例施行規則（昭和29年高知県人事委

員会規則第 1号）の一部を次のように改正する。

第14条の 2第 1項第 1号中「第 2条」を「第 2条第 1項」に改

める。

附　則

この規則は、令和 2年 4月 1日から施行する。

職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

令和元年12月27日

高知県人事委員会委員長　秋元　厚志

高知県人事委員会規則第12号

職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則

職員の給与の支給等に関する規則（昭和31年高知県人事委員会

規則第 3号）の一部を次のように改正する。

第 2条第 3項中「必要ある」を「必要がある」に改める。

第 6条の 4第 1項中「第25条」を「第25条第 1項」に改める。

第14条の次に次の 1条を加える。

（報酬等を任命権者が定める第 1号会計年度任用職員）

第14条の 2　職員の条例第25条の 7及び公立学校職員の条例第25

条の 7の人事委員会規則で定める第 1号会計年度任用職員は、

語学指導等を行う外国青年招致事業により任用する外国青年と

する。

附　則

この規則は、令和 2年 4月 1日から施行する。

職員の任用に関する規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。

令和元年12月27日

高知県人事委員会委員長　秋元　厚志

高知県人事委員会規則第13号

職員の任用に関する規則の一部を改正する規則

職員の任用に関する規則（昭和32年高知県人事委員会規則第19

号）の一部を次のように改正する。

第 1条中「第 8条」を「第 8条第 1項」に、「第22条」を「第

22条の 3」に改める。

第 2条第 1項中「、職員」を「、職員（法第22条の 2第 1項に

規定する会計年度任用職員（以下「会計年度任用職員」とい

う。）を除く。）」に改める。

第 4条中「及び第 6条」を「から第 6条の 2まで」に改める。

第 6条の次に次の 1条を加える。

（会計年度任用職員の採用の方法）

第 6 条の 2 　会計年度任用職員の採用は、選考によるものとす

る。

第 7条第 1項中「任命権者は」を「任命権者は、常時勤務を要

する職に欠員を生じた場合において」に、「においては」を「に

該当するときは」に改め、「又は臨時的任用を行う日から 2月以

内に廃止されることが予想される臨時の職に関する臨時的任用を

行おうとするとき」を削り、同条第 2項中「第22条第 2項後段」

を「第22条の 3第 1項後段」に改める。

第 8条に次の 1項を加える。

3　会計年度任用職員に対する前 2項の規定の適用については、

第 1項中「 6月間」とあるのは「 1月間」と、「90日」とある

のは「15日」と、同項ただし書及び前項中「条件付採用の期間

の開始後 1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

第13条第 2項第 4号中「前 3号」を「前各号」に改め、同号を

同項第 5号とし、同項第 3号の次に次の 1号を加える。

( 4 )　会計年度任用職員へ採用する場合の選考

第13条第 4項中「採用選考結果報告書」を「採用選考結果報告

書により、同項第 4号に係る選考の場合にあっては別記第 3号様

式の 2による採用選考結果報告書（会計年度任用職員）」に改め

る。

第13条の 2 中「又は」を「若しくは」に、「を除く。）」を

「を除く。）又は会計年度任用職員への採用」に、「当該職」を

「当該職又は会計年度任用職員」に改める。

第14条に次の 1項を加える。

4　会計年度任用職員へ採用する場合の選考の基準は、前 3項の

規定にかかわらず、任命権者が定める。

別記第 3号様式の次に次の 1様式を加える。
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第第３３号号様様式式のの２２（第13条関係） 

採用選考結果報告書（会計年度任用職員） 

 

第     号 

年  月  日 

 

高知県人事委員会委員長 様 

 

任命権者            □印  

 

職員の任用に関する規則第13条第２項の規定により下記のとおり採用選考を実施しましたの

で、同条第３項の規定により報告します。 

 

記 

氏名 
年
齢 
性
別 
勤務
場所 

週勤
務時
間 

職務
内容 

資格・免許
（取得日） 

採用年
月日 

任用
期間 

報酬・
給与 

選考
方法 

再度
の任
用回
数 

備考 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

注 「再度の任用回数」欄は、公募によらない再度の任用の回数を記入すること。 

附　則

（施行期日）

1　この規則は、令和 2年 4月 1日から施行する。ただし、次項

の規定は、公布の日から施行する。

（準備行為）

2　この規則による改正後の職員の任用に関する規則の施行に関

し必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことが

できる。

（高知県人事委員会の権限に属する事務の一部を事務局長に委

任する規則の一部改正）

3　高知県人事委員会の権限に属する事務の一部を事務局長に委

任する規則（昭和45年高知県人事委員会規則第21号）の一部を

次のように改正する。

第 2条第 7号中「（任用期間が 2箇月未満の場合の承認を除

く。）」を削り、同条第10号中シをスとし、サをシとし、コを

サとし、ケをコとし、クをケとし、キをクとし、カをキとし、

オをカとし、エをオとし、ウをエとし、イをウとし、アをイと

し、同号にアとして次のように加える。

ア　規則第 8条第 3項において読み替えて適用する同条第

2項の規定に基づく会計年度任用職員の条件付採用の期

間の延長に係る承認に関すること。

人事記録に関する規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。

令和元年12月27日

高知県人事委員会委員長　秋元　厚志

高知県人事委員会規則第14号

人事記録に関する規則の一部を改正する規則

人事記録に関する規則（昭和33年高知県人事委員会規則第 2

号）の一部を次のように改正する。

第 1条中「第22条第 2項の規定により任用された臨時職員」を

「第22条の 2 第 1 項各号に掲げる職員並びに法第22条の 3 第 1

項、法第26条の 6第 7項及び高知県職員の配偶者同行休業に関す

る条例（平成26年高知県条例第58号）第 9条第 1項、女子教職員

の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律（昭和30年法律

第125号）第 3 条第 1 項又は地方公務員の育児休業等に関する法

律（平成 3 年法律第110号。別表において「育児休業法」とい

う。）第 6条第 1項の規定に基づき臨時的に任用された職員」に

改める。

別表45の項中「（平成26年高知県条例第58号）」を削り、同表

46の項中「地方公務員の育児休業等に関する法律（平成 3年法律

第110号。以下「育児休業法」という。）」を「育児休業法」に

改める。

附　則
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この規則は、令和 2年 4月 1日から施行する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関す

る規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和元年12月27日

高知県人事委員会委員長　秋元　厚志

高知県人事委員会規則第15号

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等

に関する規則の一部を改正する規則

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関す

る規則（昭和63年高知県人事委員会規則第 8号）の一部を次のよ

うに改正する。

第 2条第 1号中「第22条第 1項」を「第22条」に改める。

附　則

この規則は、令和 2年 4月 1日から施行する。

職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則をここに

公布する。

令和元年12月27日

高知県人事委員会委員長　秋元　厚志

高知県人事委員会規則第16号

職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則

職員の育児休業等に関する規則（平成11年高知県人事委員会規

則第24号）の一部を次のように改正する。

第 2条を次のように改める。

（育児休業をすることができる非常勤職員に係る要件）

第 2条　育児休業条例第 2条第 4号ア(ウ)の人事委員会規則で定

める非常勤職員は、 1週間の勤務日が 3日以上とされている非

常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非

常勤職員であって 1 年間の勤務日が121日以上であるものとす

る。

第 2条の次に次の 2条を加える。

（非常勤職員が育児休業をすることができる期間の末日が当該

子の 1歳 6箇月到達日となる場合）

第 2条の 2　育児休業条例第 2条の 3第 3号イの人事委員会規則

で定める場合は、次に掲げる場合とする。

( 1 )　当該子について、児童福祉法（昭和22年法律第164号）

第39条第 1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関

する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成

18年法律第77号）第 2条第 6項に規定する認定こども園にお

ける保育又は児童福祉法第24条第 2項に規定する家庭的保育

事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っている場合

であって、当該子の 1歳到達日後の期間について、当面その

実施が行われないとき。

( 2 )　常態として当該子を養育している当該子の親（当該子に

ついて、民法（明治29年法律第89号）第817条の 2 第 1 項の

規定により同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭

裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所

に係属している場合に限る。）であって当該子を現に監護す

るもの又は児童福祉法第27条第 1項第 3号の規定により当該

子を委託されている同法第 6条の 4第 2号に規定する養子縁

組里親（以下この号において「養子縁組里親」という。）で

ある者若しくは同条第 1号に規定する養育里親である者（児

童の親その他の同法第27条第 4項に規定する者の意に反する

ため、同項の規定により養子縁組里親として当該児童を委託

することができない者に限る。）を含む。）である配偶者

（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。）であって当該子の 1歳到達日後の期間について常態と

して当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該

当した場合

ア　死亡した場合

イ　負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該

子を養育することが困難な状態になった場合

ウ　当該子と同居しないこととなった場合

エ　 6週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）以内に出

産する予定である場合又は産後 8週間を経過しない場合

（非常勤職員が当該子の 1歳 6箇月到達日後の期間について育

児休業をすることが必要であると認められる場合）

第 2条の 3　育児休業条例第 2条の 4第 2号の人事委員会規則で

定める場合は、前条に規定する場合とする。この場合におい

て、同条各号中「 1歳到達日後の期間」とあるのは、「 1歳 6

箇月到達日後の期間」とする。

第12条の次に次の 1条を加える。

（部分休業をすることができる非常勤職員に係る要件）

第12条の 2　育児休業条例第23条第 2号イの人事委員会規則で定

める非常勤職員は、 1週間の勤務日が 3日以上とされている非

常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非

常勤職員であって 1 年間の勤務日が121日以上であるもののう

ち、 1日につき定められた勤務時間が 6時間15分以上である勤

務日がある者とする。

第14条中「第25条」を「第25条第 1項」に改める。

附　則

この規則は、令和 2年 4月 1日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則の一部を改正する

規則をここに公布する。

令和元年12月27日

高知県人事委員会委員長　秋元　厚志

高知県人事委員会規則第17号

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則の一部を改

正する規則

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則（平成14年高知県

人事委員会規則第 2号）の一部を次のように改正する。

第 3条中「第22条第 1項」を「第22条」に改める。

附　則

この規則は、令和 2年 4月 1日から施行する。
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